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沖縄市 経済文化部 観光スポーツ振興課
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資料５



令和６年度の主な取組
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１．セミナーの開催

２．観光庁の「心のバリアフリー認定制度 」取得支援

３．観光危機管理の推進に向けた支援



１．セミナーの開催
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沖縄市の観光振興に関する方向性や観光危機管理・観光バリアフリーに関する
普及啓発に向け、観光事業者向けのセミナーを開催する。
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観光施設における心のバリアフリー認定制度について、観光関連事業者への普
及啓発行なうとともに、アドバイザーを派遣し、制度の説明や申請に向けた支援
を行ない、多くの施設に認定を取得していただけるよう取り組む。

■観光施設における心のバリアフリー認定制度とは
バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設（宿泊施設、飲食店、
観光案内所、博物館）を対象とした、観光庁による認定制度。

【心のバリアフリー認定に必要な要件】

①施設のバリアフリー性能を補完する措置を3つ以上行う
Ex） 車いすや杖の貸出し、スタッフによる車いすの段差サポート

点字案内物の用意、筆談器具の用意 など

②バリアフリーに関する教育訓練を年1回以上実施

③自社以外のウェブサイトでバリアフリー情報を発信する

２．観光庁の「心のバリアフリー認定制度」取得支援
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台風や津波などの観光危機に対し、事前の減災対策や危機発生時の避難誘導・
安全確保、危機後の観光産業の早期復興を迅速かつ確実に実施できるよう、
観光施設においてマニュアルを作成してもらうための支援を行なう。

３．観光危機管理の推進に向けた支援

①最寄りの避難所

②緊急時の
持ち出しリスト

③避難経路の
チェックリスト

④災害発生前～
発生後までの
流れを確認
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１．セミナーの開催

２．観光庁の「心のバリアフリー認定制度 」取得支援

３．観光危機管理の推進に向けた支援

令和６年度の主な取組（再掲）



ご清聴ありがとうございました。
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